
愛 媛 県 報

１２３７

告 示

�愛媛県告示第１１７７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり宇和島地区広域事務組合の規約の変更を許可した。

令和５年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更事項

介護保険事業に地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２

条第２項に規定する財務規定等を適用することに伴う所要の変更

２ 規約変更年月日

令和６年４月１日

３ 規約変更許可年月日

令和５年１１月６日

�������
�愛媛県告示第１１７８号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１２条第１項の規定により、次のとおり同条例第１１条第１項の

規定による指定が効力を失った。

令和５年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定が失効する知事指定薬物の名称

� Ｎ－メチル－１－（３－メチルフェニル）プロパン－２－ア

ミン及びその塩類

� １－（ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－イル）－

２－（シクロヘキシルアミノ）ブタン－１－オン及びその塩類

� Ｎ－（１－アミノ－３，３－ジメチル－１－オキソブタン－

２－イル）－１－（ペント－４－エン－１－イル）－１Ｈ－イ

ンダゾール－３－カルボキシアミド及びその塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物

２ 失効の理由

当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２条第１５項に規定する指定薬物に至

ったため。

３ 失効の日

令和５年１１月５日
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�愛媛県告示第１１７９号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

四国中央市新宮町新瀬川１２７２・１２７４（以上２筆について次の図

に示す部分に限る。）、１２７５

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

新宮町新瀬川１２７５（次の図に示す部分に限る。）、１２７２、

１２７４

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１１８０号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年１１月１４日

発 行 愛 媛 県
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愛 媛 県 報令和５年１１月１４日 第４６０号

１２３８

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

松山市由良町乙３０の１（次の図に示す部分に限る）、乙３１の４、

乙３１の７

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び松山市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１１８１号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

東温市下林字西之谷乙１９１、乙１９２の３

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字西之谷乙１９２の３（次の図に示す部分に限る。）、乙１９１

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１１８２号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡�万高原町直瀬乙１８２の２、乙１８２の３、乙１９４の３
２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

直瀬乙１８２の２・乙１８２の３・乙１９４の３（以上３筆につい

て次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び�万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１１８３号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西予市野村町河西１１３４、１１３６、１１３８、１１４５、１１４５の２、１１４６、

１１４８から１１５６まで、１１５９

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

野村町河西１１３４・１１３６・１１４５・１１４９・１１５１・１１５３・１１５４・

１１５９（以上８筆について次の図に示す部分に限る。）、１１５２

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１１８４号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西予市野村町平野１９２７の１、１９２７の２、１９２８から１９３３まで、１９

５３、１９７９から１９９１まで、２００３、２６１６から２６２１まで、２６２２の１、２６

２２の２、２６２３から２３２５まで、２６２６の１、２６２７から２６４４まで、２６４５

の１、２６４６から２６４８まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法



愛 媛 県 報令和５年１１月１４日 第４６０号

１２３９
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ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

野村町平野１９８１・１９８３・１９８４・１９９１・２６１９・２６２２の１・２６

２７から２６３７まで（以上１７筆について次の図に示す部分に限

る。）、１９８２、１９８９、１９９０

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１１８５号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡�万高原町大味川字面河山（国有林。次の図に示す
部分に限る。）

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 解除の理由

道路用地とするため

２� 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡�万高原町大味川字面河山（国有林。次の図に示す
部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び�万高原町役
場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１１８６号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和５年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

四国中央市土居町天満乙９２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

土居町天満乙９２（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１１８７号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和５年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

西条市黒瀬字大薮乙７１８の１４、乙７１８の１８

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第１１８８号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定により告示す

る。

令和５年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

宇第
４８号

宇和島市三浦西３５６６番地５ 愛媛県漁業協同組合三浦支所 宇和島市三浦西３５６６番地５ 令和５年１０月２６日



愛 媛 県 報令和５年１１月１４日 第４６０号

１２４０
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�愛媛県告示第１１９０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年１１月１４日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第１１９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予松山港線
松山市南吉田町３８８番５から

同町５０８番５まで
令和５年１１月１８日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第２６号

令和５年１１月２日
東温市上村字弐反地甲１００９番３、甲１０２０番３、甲１０２０番３東側地先里道

東温市上村甲１００８番地

津 川 英 聖

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
大洲市菅田町大竹字切畠甲１２９８番３から

同町大竹字小除甲１２９３番３まで

旧 １２．１～１４．５ ０．１１９

新 ２５．４～３２．５ ０．１１９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市菅田町大竹字切畠甲１２９８番３から

同町大竹字小除甲１２９３番３まで
令和５年１１月１４日

令和５年１１月１４日 発行


